
 

船舶事故調査報告書 

令和５年７月５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年３月４日 ２１時１５分ごろ 

発生場所 茨城県大洗港東南東方沖 

 大洗港沖防波堤南灯台から真方位１１２°１２海里付近 

（概位 北緯３６°１３.０′ 東経１４０°４９.０′） 

事故の概要 漁船第二十二寿和
す わ

丸は、北進中、また、漁船第三十三寿和
す わ

丸は、東

進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和４年８月２４日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

 

Ａ 漁船 第二十二寿和丸、３９７トン 

   １４３８１７、株式会社酢屋商店 

Ｂ 漁船 第三十三寿和丸、３５５トン 

   １４２１８４、株式会社酢屋商店（船舶借入人） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 球状船首に凹損等 

Ｂ 右舷中央部外板に亀裂を伴う凹損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：波向 東北東、波高 約１.０ｍ 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、大中型まき網漁を行う網船の船団で魚群探知及び運搬の業

務を行う付属船であり、船長Ａほか１１人が乗り組み、漁場に向け、

福島県いわき市小名浜港を出港した。 

船長Ａは、南進して大洗港南東方沖の漁場に到着したのち、Ａ船の

北方にいた網船の近くに向かうこととし、右転して北進を始めたとこ

ろ、右転前にＡ船の右舷船尾方を南進していたＢ船が、左転して左舷

船首方を東進しながらＡ船に接近していることに気付いたものの、Ｂ

船がＡ船を避けると思い、同じ針路及び速力で航行を続けた。 

船長Ａは、Ｂ船がＡ船の至近となっても避ける様子がなかったの

で、危険を感じて右舵を取ったが間に合わず、Ａ船の船首部とＢ船の

右舷中央部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１３人が乗り組み、大中型まき網漁を行う網船

の船団で魚群探知及び運搬の業務を行う付属船であり、漁場に向け、

小名浜港を出港した。 

 船長Ｂは、Ａ船の右舷船尾方を南進して大洗港南東方沖の漁場に到

着したのち、魚群探知機で魚群を見付け、魚群を追って左転して東進



 

 

を始めた。 

船長Ｂは、魚群探知機を見ることに集中して同じ針路及び速力で航

行を続け、至近となってＡ船に気付き、左舵を取ったが間に合わず、

Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

分析 Ａ船は、大洗港南東方沖において、北進中、船長Ａが、左舷船首方

を東進しながら接近しているＢ船に気付いたものの、Ｂ船がＡ船を避

けると思い、同じ針路及び速力で航行を続けたことから、Ｂ船と衝突

したものと考えられる。 

 Ｂ船は、大洗港東南東方沖において、東進中、船長Ｂが、魚群探知

機を見ることに集中して同じ針路及び速力で航行を続けたことから、

Ａ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、大洗港南東方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が

東進中、船長Ａが、左舷船首方から東進しながら接近しているＢ船に

気付いたものの、Ｂ船がＡ船を避けると思い、同じ針路及び速力で航

行を続け、また、船長Ｂが、魚群探知機を見ることに集中して同じ針

路及び速力で航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・動力船の操船者は、他船と接近している場合、他船が避けると思

わず、必要に応じて衝突を避けるための措置を採ること。 

・漁船の船長は、魚群探知機を見ることに集中せず、常時、適切な

見張りを行うこと。 


